
�愛媛県告示第１１４０号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

千葉薬局 新居浜市東田二丁目甲１８４１番地１ 木下 善治 精神通院医療
（薬局）

平成２１年
９月１日

薬局くまの薬生堂 大洲市常磐町９５－３ 熊野 省一 精神通院医療
（薬局） 〃

なの花薬局梅本店 松山市南梅本町甲２０１－１ 株式会社共栄ファーマシー 精神通院医療
（薬局） 〃

さかろく調剤薬局 八幡浜市向灘字高城２２９－４０ 株式会社共栄ファーマシー 精神通院医療
（薬局） 〃

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 宇和島社会保険病院 日 野 雅 之 宇和島市賀古町２－１－３７ 平成
２１年９月１日

肢体不自由・心臓・腎臓・呼吸
器機能障害 内 科 西 条 中 央 病 院 森 英 城 西条市朔日市８０４ 〃

肢 体 不 自 由 神 経 内 科
財団法人新居浜精神
衛生研究所附属豊岡
台病院

田 所 利 彦 四国中央市豊岡町長田６０３－１ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第２０９９号 平成２１年９月１１日

平成２１年９月１１日金曜日 第２０９９号
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�愛媛県告示第１１４３号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１４４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１４５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６５条の規定に基づ

き、次のとおり指定自立支援医療機関の辞退の申出があった。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

名 称 辞退年月日

レディ薬局新居浜前田店 平成２１年６月１日

さかろく調剤薬局 平成２１年８月３１日

�������
�愛媛県告示第１１４６号
次の地籍調査の成果は、国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第

１９条第２項の規定に基づき国土調査の成果として認証したから、同

条第４項の規定に基づき次のとおり公告する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 地籍調査の実施者、地域、調査期間及び成果の名称

実施者 地 域 調 査 期 間 成果の名称

西条市 下島山の一部 平成１９年度から
平成２０年度まで

西条市の
地籍図及び地籍簿

２ 認証年月日

平成２１年９月１１日

�������
�愛媛県告示第１１４７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市三間町則、大藤、黒井地、成家、務田及び曽根地域に係る

県営土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により、次

のとおり当該土地改良事業計画書の写しを縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・成妙地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２１年９月１４日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

宇都宮 裕 士 旭 川 荘 南 愛 媛 病 院 北宇和郡鬼北町大字永野市１６
０７ 医療法人滴水会吉野病院 今治市末広町１－５－５ 平成１６年

４月１日

青 野 央 医療法人弘仁会共立病院 西条市三津屋南９－１０ 壬 生 川 耳 鼻 咽 喉 科 西条市円海寺１８－３ 平成２１年
９月１日

加 藤 文 徳 住 友 別 子 病 院 新居浜市王子町３－１ 医療法人こにし産科婦人科 新居浜市庄内町１－１３－３５ 〃

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

肢体不自由・腎臓・呼吸器・ぼ
うこう又は直腸・小腸機能障害 外 科 社会福祉法人恩賜財

団済生会西条病院 宮 宗 秀 明 西条市朔日市字榎ヶ坪２６９－１ 平成
２１年７月３１日

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

千葉薬局 新居浜市東田２丁目甲１８４１－１ 木下 善治 薬局（育成医療・
更生医療）

平成２１年
９月１日

薬局くまの薬生堂 大洲市常磐町９５－３ 熊野 省一 薬局（育成医療・
更生医療） 〃

さかろく調剤薬局 八幡浜市向灘字高城２２９－４０ 株式会社共栄ファーマシー 薬局（育成医療・
更生医療） 〃
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�愛媛県告示第１１４８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

宇和島市三間町曽根地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（農地保全事業・成妙地区）計画書の写し

２ 縦覧期間

平成２１年９月１４日から１０月１５日まで

３ 縦覧場所

宇和島市役所三間支所

�愛媛県告示第１１４９号
次の県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和

２４年法律第１９５号）第１１３条の２第３項の規定により公告する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

土地改良事業の名称 土地改良事業の
施行に係る地域

土地改良事業の工
事の完了年月日

一般農道整備事業 石畳地区 平成２１年６月５日

�愛媛県告示第１１５０号
林業種苗法（昭和４５年法律第８９号）第１０条第１項の規定に基づき、生産事業者を次のように登録した。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１５１号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

四国中央市金生町山田井字早苗出東側乙１１６の１、乙１１６の

２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

四国中央市富郷町豊坂字東山丙１５、丙４１、寒川町字寒川山乙

２３９の２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

四国中央市土居町上野乙３１６の１１から乙３１６の１５まで

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町上野乙３１６の１４・乙３１６の１５（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

４� 保安林の所在場所

四国中央市富郷町豊坂字東山丙２９の１、丙３０の１、丙３１の１、

丙３２、字中山丙１３５、丙１３６、丙１３７の１、丙１３８の１、丙１

４２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

登録

番号

生産事業者の氏名又は名称及び住所 生 産 事 業 の 内 容 事 業 所 の 名 称 及 び 所 在 地

氏名又は名称 住 所 種 穂 苗 木 名 称 所 在 地

３９７ 石本興産株式会社 西予市三瓶町有網代３７
７番地８

１ 採取
２ 精選 石本興産株式会社 西予市三瓶町有網代３７

７番地８
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� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字東山丙２９の１、字中山丙１３８の１

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

５� 保安林の所在場所

四国中央市豊岡町岡銅字檜谷丙２３の１３、丙２３の１４、字シダ尾

丙２４の１、丙２４の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字檜谷丙２３の１４・字シダ尾丙２４の１（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

６� 保安林の所在場所

四国中央市金田町半田字赤松谷丁６４の２６

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字赤松谷丁６４の２６（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

７� 保安林の所在場所

四国中央市土居町北野乙１９７の１、乙１９７の１９

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町北野乙１９７の１・乙１９７の１９（以上２筆について、

次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

８� 保安林の所在場所

四国中央市土居町畑野１７３３の１、１７３４の１、１７３８の１、１７３９

の２、１７４０、１７４１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

土居町畑野１７３３の１・１７３８の１・１７４１（以上３筆につい

て、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

９� 保安林の所在場所

四国中央市富郷町津根山字四ッ尾筋乙４４６の１、字四ッ尾乙

４４７の２、土居町中村１６００の１、１６０１の１

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

富郷町津根山字四ッ尾乙４４７の２・土居町中村１６００の１・

１６０１の１（以上３筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１０� 保安林の所在場所

四国中央市川滝町下山字井砂山丙２５６の１

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１１� 保安林の所在場所

松山市儀式乙１７６の１、乙１７６の１１、乙１７６の３０、乙１７６の
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３１、乙１７６の４３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

儀式乙１７６の１（次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１２� 保安林の所在場所

松山市中島大浦３３４６、３３４８の２、３３５９の１、３３６０、３３６２、３３

６３、３３６５の２

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

中島大浦３３４６・３３６２・３３６３・３３６５の２（以上４筆につい

て、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

１３� 保安林の所在場所

松山市饒乙８９の１、乙１０８、乙１０９の２、乙１１１、乙１１３、

乙１１４

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

饒乙１０９の２・乙１１１（以上２筆について、次の図に示

す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

１４� 保安林の所在場所

松山市小浜乙３２８、乙３２９、長師１４６８の２

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書

類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１５２号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定施業要件を変更する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

今治市玉川町龍岡上字タニノクチ道下丙２４３、丙２４４、丙２４７、

丙２５１から丙２５５まで、字今ヶ成丙２６２、字ヒロセ丙２５９の１、

丙２６３、丙２６４、丙２６６、丙２６７、丙２７５から丙２７７まで、丙２

７９、丙２８２から丙２８５まで、字藤ヶ峰丁２１０、字中ノ村丁２８４、

丁２８５の１、丁２８５の２、丁２８６の１、丁２８６の２、丁２８７、丁

２８８の１から丁２８８の６まで、丁２８９の１、丁２８９の２、丁２９０

の１、丁２９０の２、丁２９１、丁２９２、丁２９４、丁２９７の１、丁２

９７の３、丁２９７の４、丁２９８、字岩門丁４２６の１、丁４２６の５、

丁４２６の８、丁４２６の１２から丁４２６の１５まで、丁４２６の１７、丁４

２６の１８、丁４２７の１から丁４２７の３まで、丁４２７の７、丁４２７の

９から丁４２７の１１まで、丁４２７の１９、丁４２７の２３、丁４２７の２６、

丁４２７の２７、丁４２８の１、丁４２８の２、丁４３０、丁４３１、丁４３２

の１から丁４３２の１０まで、丁４３２の１３、丁４３２の１６から丁４３２の

２０まで、丁４３３の１から丁４３３の４まで、丁４３３の９、丁４３３の

１１、丁４３３の１３から丁４３３の１８まで、丁４３３の２０から丁４３３の２２

まで、字ヤゲン谷丁４３５の２、丁４３５の４、丁４３５の１０から丁４

３５の１７まで、丁４３５の１９、丁４３５の２０、丁４３５の２４、丁４３５の２５、

丁４３５の３０、丁４３５の３１、字大平谷丁４３６の２、丁４３６の６、丁

４３６の８、字ウシガ谷丁４３８の１、丁４３８の２、丁４３８の４から

丁４３８の１２まで、丁４３８の１９、丁４３８の２０、字イノコ谷丁４３９の

１から丁４３９の４まで、丁４３９の１０、丁４３９の１６、字小谷丁４４０

の１から丁４４０の３まで、字フキヶ谷丁４４１の１から丁４４１の１０

まで、丁４４１の１２、丁４４１の１５、丁４４１の１８、丁４４１の１９、丁４

４１の２３から丁４４１の２６まで、字馬場丁４４２の１から丁４４２の３ま

で、丁４４２の５、丁４４２の７、丁４４２の１９、字ウトウ谷丁４４３の

１から丁４４３の３まで、丁４４３の９から丁４４３の１３まで、丁４４４

の２、丁４４４の４、丁４４４の５、丁４４４の７、丁４４４の８、丁４

４４の１２、丁４４４の１３、丁４４４の１５から丁４４４の１８まで、字高橋谷

丁４４５の１、丁４４５の２、丁４４５の４、丁４４５の５、丁４４５の９

から丁４４５の１６まで、丁４４５の１９、丁４４５の２６、字島ヶ谷丁４４６

の１、丁４４６の３、丁４４６の７、丁４４６の１２、丁４４６の１３、丁４

４６の１５、丁４４６の１６、丁４４６の２０、丁４４６の２１、丁４４６の２６から

丁４４６の２９まで、丁４４６の３１から丁４４６の３４まで、丁４４６の３７、

丁４４７の１、丁４４７の２、丁４４７の１２、丁４４７の１６から丁４４７の

２０まで、字下谷丁４５４の８、丁４５４の１５、丁４５４の１６、丁４５４の
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１８から丁４５４の２１まで、丁４５４の２３、丁４５４の３１

２ 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛媛県庁及び今治

市役所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第１１５３号
港湾法（昭和２５年法律第２１８号）第３４条において準用する同法第

１２条第５項の規定に基づき、三島川之江港港湾施設の概要を次のと

おり公示する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

種 類 位 置 数 量 及 び 能 力

道 路
四国中央市三島中央一丁

目２３１６番の地先

延長４５１．００メートル

幅員１６．２５メートル

�愛媛県告示第１１５４号
海岸法（昭和３１年法律第１０１号）第３条第１項の規定により海岸保全区域を指定したので、海岸保全区域の指定（昭和３３年３月愛媛県告

示第２００号）の一部を次のように改正する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

愛媛県豊後水道東沿岸 愛媛県豊後水道東沿岸

海岸

名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域
海岸

名

地区

海岸

名

地先

海岸

名

区 域

川之

石港

省略

同 楠町

基点１から基点２２までを順次結んだ線並

びに基点２２、補助点２２、補助点２１、補助点

２０、補助点１９、補助点１８、補助点１７、補助

点１６、補助点１５、補助点１４、補助点１３、補

助点１２、補助点１１、補助点６、補助点７、

補助点８、補助点９、補助点５、補助点

４、補助点３、補助点１及び基点１を順次

結んだ線により囲まれた区域

基点及び補助点の表示（角度の表示は、

真北）

基点１は、八幡浜市保内町川之石１番耕

地２３６番１３地先の金属標（北緯３３度２８分３７

秒、東経１３２度２３分４９秒）

基点２は、基点１から１０８度０９分３３秒２０．

００メートルの地点

基点３は、基点２から１９７度０７分３６秒６１．

００メートルの地点

基点４は、基点３から１９４度２３分００秒２５６

．００メートルの地点

基点５は、基点４から１４４度４３分２７秒５．０

０メートルの地点

基点６は、基点５から１１０度１９分３１秒１６９

．００メートルの地点

基点７は、基点６から２０度３２分１３秒２３．０

０メートルの地点

基点８は、基点７から１１０度３２分１２秒３６．

００メートルの地点

川之

石港

省略

同 楠町

イ線、ロ線、ハ線、ニ線及びホ線により囲

まれた区域

注

イ線 川之石１番耕地２３６番地地先楠町地

区海岸護岸標柱から海面に至る川之石港湾

区域境界線上３０メートルの地点まで引いた

線

ロ線 イ線の終点から川之石１１番耕地１２番

地地先一本松より海面に向ひ川之石港湾区

域境界線上３０メートルの地点に至る楠町地

区海岸物揚場及び護岸天端前肩より海面側

３０メートルの線

ハ線 ロ線の終点から９３度３０分５０．５メート

ルの地点まで引いた線

ニ線 ハ線の終点からイ線の起点より１１８

度４０分２０メートルの地点に至る楠町地区海

岸物揚場及び護岸天端前肩より陸地側２０メ

ートルの線

ホ線 ニ線の終点からイ線の起点まで引い

た線

��������������

愛 媛 県 報平成２１年９月１１日 第２０９９号

８０７



基点９は、基点８から２０１度０３分５４秒１５．

００メートルの地点

基点１０は、基点９から１０８度３１分４７秒２８３

．００メートルの地点

基点１１は、基点１０から１５７度５６分５２秒４８．

００メートルの地点

基点１２は、基点１１から１４８度１４分２９秒９０．

００メートルの地点

基点１３は、基点１２から１６５度５５分２４秒２８．

００メートルの地点

基点１４は、基点１３から１７８度４１分５９秒２１．

００メートルの地点

基点１５は、基点１４から１８９度３６分０２秒６１．

００メートルの地点

基点１６は、基点１５から２０１度５１分２０秒２４．

００メートルの地点

基点１７は、基点１６から２１６度０２分２５秒３６．

００メートルの地点

基点１８は、基点１７から２１３度２０分０６秒１６．

００メートルの地点

基点１９は、基点１８から２０６度５４分２２秒１５．

００メートルの地点

基点２０は、基点１９から１９５度３９分３２秒１２．

００メートルの地点

基点２１は、基点２０から１９１度４９分２２秒６６．

００メールの地点

基点２２は、基点２１から１７４度４１分０６秒６．０

０メートルの地点

補助点２２は、基点２２から２６６度０９分１１秒

５０．００メートルの地点

補助点２１は、基点２１から２７５度４７分２２秒

５１．００メートルの地点

補助点２０は、基点２０から２８３度２５分０３秒

５０．００メートルの地点

補助点１９は、基点１９から２９０度４７分１９秒

５１．００メートルの地点

補助点１８は、基点１８から２９９度３２分０２秒

５１．００メートルの地点

補助点１７は、基点１７から３０４度４７分５９秒

５０．００メートルの地点

補助点１６は、基点１６から２９８度５１分２９秒

５１．００メートルの地点

補助点１５は、基点１５から２８５度５７分５７秒

５１．００メートルの地点

補助点１４は、基点１４から２７４度３７分４５秒

５１．００メートルの地点

補助点１３は、基点１３から２６１度５４分４７秒

５１．００メートルの地点

補助点１２は、基点１２から２４９度４５分２８秒

５１．００メートルの地点

補助点１１は、基点１１から２４７度２４分０５秒

５１．００メートルの地点
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�愛媛県告示第１１５５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、中予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

補助点６は、基点６から１７０度４７分５１秒

７１．００メートルの地点

補助点７は、基点７から１６７度２６分０６秒

６５．００メートルの地点

補助点８は、基点８から２３４度１０分０６秒

６５．００メートルの地点

補助点９は、基点９から２２５度２９分３１秒

８５．００メートルの地点

補助点５は、基点５から１９４度１０分５９秒

７０．００メートルの地点

補助点４は、基点４から２５９度４５分５９秒

５５．００メートルの地点

補助点３は、基点３から２８４度２３分００秒

５０．００メートルの地点

補助点１は、基点１から２８８度０９分３３秒

３０．００メートルの地点

２ 予定海岸保全区域と港湾区域との関係

予定海岸保全区域の全域が川之石港港湾区域にある。

３ 当該県知事が指定しようとする理由

川之石港の海岸は豊後水道に直面し台風時の波浪や季節風によりしば

しば災害をこうむり背後地に及ぼす被害も甚大であるので海岸堤防施

設管理の万全を期するため海岸保全区域に指定する必要がある。

４ 港湾管理者の意見

川之石港港湾区域のうち川之石港海岸の地域を海岸保全区域として指

定されることについては異議はない。

５ その他

川之石港港湾区域

松ケ鼻から丸岩鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、同海面

から川之石漁港区域（松ケ鼻から正北１００メートルの地点に引いた線、

同地点から初ケ崎まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面）を除く。

添付書類

１ 愛媛県知事の協議書の写

２ 予定海岸保全区域及び港湾区域の平面図

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 三坂松山線
松山市窪野町甲３６５番４から

同町甲３９４番２まで
平成２１年９月１１日
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�愛媛県告示第１１５６号
農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号。以下「法」とい

う。）第８条第１項の規定により、農地保有合理化事業の実施に関

する規程の変更を次のとおり承認した。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１５７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１１５８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２１年９月１１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

変更の承認を受けた農地
保有合理化法人の名称

変更の承認に係る農地保
有合理化事業の種類 承認年月日

社団法人鬼北町農業公社 法第４条第２項第１号に
掲げる事業 平成２１年９月２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３０番４から

同市多田甲１４３４番１まで

旧 ５．０～１１．０ ０．１２０

新 ５．０～１１．０ ０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 長浜中村線
大洲市多田甲１４３０番４から

同市多田甲１４３４番１まで
平成２１年９月１１日
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平成２１年９月１１日 発行
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